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撫
典
内
閣
房
副
長
ゞ

内
閣
総
理
大
臣

少

曲
砕

鐸
鰯
静
崎
国
務
大
臣
ｒ
Ｌ
中
谷
国
務

麻
生
国
務
大
臣

~

溌
崎
国
務
大
臣

９
９
凸
。

〃
↑

L

中
谷
国
務

口
降
雪
卵
陰
一

琴
（
一
〈
一
“
錘
）

宮
沢
国
務
大
臣

太
田
国
務
大
臣

西

川

国
務
大
臣

鯛渉逃 司一呵一●－

山
谷
国
務
大

山
口

国
務
大

’

録済人事記
》
》

最
高
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

’

高
等
裁
判
所
長
官

大
谷
直
人

岸
田
国
務
大
臣
沙

q
■雌

高
市
国
務
大
臣

上
川
国
務
大
臣

望
月

国
務
大
臣

塗
菅

国
務
大
臣

童

石
破
国
務
大
臣
為

甘
利
国
務
大

●
h守

臣？
冬;都．

刃4

ｏ
１
ｌ
０
ｑ
１

竹
下
国
務
大
臣
風
醐
孔
‘

内
閣
人
第

一
二
一
ロ
ー
ワ

起案

平
成
一
ヱ
虐
干
一
月
二
二
日

裁
可

平
成
年
月
日

平
成
年
月

日

上
一

毒
一一

訂ア

丁
成
二
七
年
一
月
菫
一
日■

丁
成
年
月
日
施
行

’
平
成

年
月
日

決
定

"
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（
二
月
十
七
日
付
）



-丁〒可 ’ 裁 判 所

〃 〃 〃 〃 〃

五 五四

二 ○九

’ 年’ :|鮴
〃

モ
ヱ
言
一
ハ

五
五

Ⅲ
ロ
言
一
口
刺

1

〃 〃 〃

■
■

七 九
一
一
一 四 ＝四

|↓

］

1’
一
一
一

’
一
一
一二

八

二

八

〃 〃〃
q

一
｛
ハ

一
｛
ハ

１
１１
１
１
１
１

日 ｜ ’八八 ’七''一七 一 ○○
卜

一一

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
付
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

判
事
補
に
任
命
す
る

東
京
太
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

’
6

！

I

L

事

■

l■

’ ’
｜

項

年出
月生

日の

氏
名

ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
Ｉ
１

お
お
た
に

大
谷

昭
和
二
十
七
年
六
月
二
十
三
日

P

内
閣

最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

内 最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

〃 〃

庁

ｑ

４

０

ｄ

ｌ

Ｊ

叩

１

１

１

１

．

０

０

０

１

１

１

０

Ⅱ

日

日

句

閣 な
お
一
厘

蔵

I
昂

司

凸

遼璽蝋義
一

－1

名 』

人と
I

罰
守



■
■

●

０

ト

4

裁 判 所

〃 〃 ″

｛
ハ
ー
ー

0

〃

一
ハ
．

一

〃

六
○

〃

五

八

、
昭
和
五
七

年

号

〃 〃

四 四 七 四 四
月

〃

八 七
凸
砂

●
一

一

○
一 八

日

９

，
グ
０
１

富
山
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

■
■

富
山
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
に
任
命
す
る

同
時
に
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
退
官
と
な
る

補
に
つ
き
任
期
終
了

■
▽
■
●

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

富
山
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

１
Ｊ
●

兼
ね
て
富
山
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

富
山
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

裁
判
所
書
記
官
研
修
所
．
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

判
事
補
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
書
記
官
研
修
所
教
官
に
充
て
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
付
を
免
ず
る

よ
り
判
事
の
職
務
・
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

事

項

内
閣

最
高
裁
判
所 h

内
閣

■■

〃 最
高
裁
判
所

庁

名

2丁

大
谷
直
人



’

1

裁 判 所

〃 〃 〃

九

〃

八

〃

七

〃

一
ハ

〃

五

平
成
元

年

号

〃

四
一 一 四 四 四 四

月

八 七
｛
ハ 四

一 一 一 一

日

判
事
に
任
命
す
る

■
●

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

■

任
期
は
平
成
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

す
る

巾

。
●

平
成
九
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任
命

任
期
は
平
成
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

す
る
平
成
八
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任
命

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

Ｑ

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

本
官
を
免
じ
判
事
に
専
任
す
る

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
ね
て
富
山
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

項

内
閣

〃

法
務
省

〃 最
高
裁
判
所

内
閣

〃 最
高
裁
判
所
庁
名

3丁

大
谷
・
直
人
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
６
ｒ
１
‐
１
１
ト
ー
Ｏ
Ｉ
Ｉ
寺
，
■
１
０
■
９

１

裁 判 所

″
一
一
一

〃 〃 〃． 〃

一

○

平
成
九

年
号

四
一
ハ 五 四

一 四‘
月

一 一 八 二 五 八
日

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
三
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
一
課
長
を
免
ず
る

■
。

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

る 平
成
十
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
を
免
ず

色
９

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

中
阜

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

守
り

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

任
期
は
平
成
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

す
る

Ｑ
●

平
成
十
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任
命

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

●
●
■

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

項

〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所

庁

名

4丁

大
谷
直
人



r

1

Ｉ
、

裁 判 所

〃 〃

●

〃

一

七

〃 〃

一

四

平
成
一
三

年
号

一
一
一

〃

一 九 ■■■■■■■■■■ Q 四
月

一

.九

〃
一

一

八

一

八 一
一

日

秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
事
務
取
扱

広
報
課
長
植
村
稔
海
外
出
張
不
在
中
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

〆

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

国
立
国
会
図
書
館
支
部
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
命
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
命
ず
る

I

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
兼
務
を
免
・
ず
る

ザ
●
▲
■

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
を
免
ず
る

1

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
を
命
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
の
指
名
を
解
く

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

項

国
立
国
会
図
書
館

〃 ”
”
”
ｆ

〃 〃 最
高
裁
判
所

庁

名

5丁

大
谷
直
人



〆

デ

由
ロ
白
●『

裁 判 所

〃 〃 〃

一

八

、
″ 平

成
一
七

年

号

〃

四．
一
一
一 八．

一
一
一

月

一
一
一
一
一

一

七

一

五
一
一

一
一
一
一
一

日

ず
る

■

■

り

〃

課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
事
務
取
扱
を
免

広
報
課
長
植
村
稔
帰
国
に
つ
き
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

を
命
ず
る

最
高
裁
判
所

秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
事
務
取
扱

広
報
課
長
植
村
稔
海
外
出
張
不
在
中
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

↓

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る

〃

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る

法
務
省

ず
る

。
■

b■

〃

課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
事
務
取
扱
を
免

広
報
課
長
植
村
稔
帰
国
に
つ
き
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

を
命
ず
る

0

最
高
裁
判
所

事

項

庁
名

6丁

大
谷
直
人



F司 裁 判 所
＝

〃 ｜ 〃制
円
６
函

年平
成
一
八

〃 〃 〃 〃 〃

| 〃 ’

一

九
回
春

■

〃〃 ’ 〃 〃
月

一’九囮一

､

■

’
一
一
一
一

二
八

二

七

〃 〃 一

五
日

八 七
一
裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

国
立
国
会
図
書
館
支
部
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る

静
岡
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

静
岡
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
長
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
長
を
命
ず
る

判
事
に
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
長
を
命
ず
る

一
最
高
裁
判
所

国
立
国
会
図
書
館
支
部
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
免
ず
る
一
国
立
国
会
図
書
館

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
図
書
館
長
の
兼
務
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る

事

■ ■■

｜

’

項

内 法
務
省

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃

庁
卜

－

大
谷し

即
巴 閣

直

名
人メ号

K■ ＝ _ ＝ =

L



』

ノ

－

裁 判 所

〃 ″

一
一
一
ハ

〃 平
成
二
四

年
号

〃

七 四
一
一
一

月

〃 一
八 九

一

一

十？
日

イ

巳
●
わ

大
阪
高
等
裁
判
所
長
官
に
補
す
る

高
等
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

。
■

検
察
官
特
別
任
用
分
科
会
に
所
属
さ
せ
る

検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
長
に
任
命
す
る

事

項

最
高
裁
判
所

内
閣

法
務
省

最
高
裁
判
所

庁

名

8丁

大
谷
直
人


